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第 ６ 回 

開 催 日 時 平成 30 年 5 月 31 日(木) 午後 6 時 30 分～7 時 55 分 

開 催 場 所 新井小学校 図書室 

出席者 

委 員 

磯貝依史真、井上政行、梅原裕之、大杉俊男、小野寺麗、 

川野辺次男、久保功、須田麗和、須藤江理、関田光延、 

濱本敏典、樋口勇、渡邉由紀子、小池隆一、杉渕尚、 

谷岡省三、幅健司、石原千鶴、高橋昭彦 

（敬称略、委員種別ごとに五十音順） 

事務局 学校・地域連携担当、子ども教育施設担当 

会 議 次 第 

【開会】 

１ 委員の変更について 

【報告】 

１ 統合新校の新校舎の基本構想・基本計画について 

２ 上高田小学校の改修工事期間中における校庭使用につい

て 

【議事】 

１ 統合新校の校名の検討方法について 

２ その他 

 

第６回 上高田小学校・新井小学校統合委員会  会 議 要 旨  

１ 開 会 

開会（１）委員の変更について 

委員長 

 これより第６回学校統合委員会を開会する。傍聴希望者はいない。本日は、この後の報告の関

係で、子ども教育施設担当者が出席している。 

 また、本日は新年度になって第１回目の統合委員会である。人事異動に伴い、委員の変更があ

ったので報告する。 

 

（新委員） 

教育委員会事務局副参事（学校・地域連携担当） 高橋昭彦委員 

 

・新委員の自己紹介 

 

２ 報 告 

報告（１）統合新校の新校舎の基本構想・基本計画について 

 

上高田小学校・新井小学校統合委員会 要 点 記 録 
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委員長 

 議事に入る前に報告がある。報告（１）統合新校の新校舎の基本構想・基本計画について、事

務局の報告を求める。 

 

■資料「上高田小学校・新井小学校統合新校校舎等整備基本構想・基本計画」を子ども教育施設

担当副参事より報告 

※資料は、中野区教育委員会ホームページ「上高田小学校・新井小学校統合新校校舎等整備基本

構想・基本計画」を参照。 

http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/655000/d025253_d/fil/kamitakaaraikihon

kous.pdf 

 

委員長 

 今、説明のあった内容について意見・質問等あるか。 

委員 

 前回の統合委員会で、学校前の中野通りにある歩道橋で道が狭くなっているという意見が学校

から出た。その時の回答は、都道のため歩道橋を移設するのは難しいということだったが、その

後何か進展はあったか。 

区担当 

 進展は特にない。ただし前回の説明のとおり、安全確保のため学校施設整備の中で出来る工夫

を行う。18 ページに外構計画を記載しているが、敷地の一部をセットバックして歩道を出来る

限り広くとる計画である。 

委員長 

 どのくらいの幅のセットバックなのか。 

区担当 

 図面でのスケール合わせになるが、２メートル程度である。 

委員 

 最近は、歩道橋よりも横断歩道の方が便利だと言われている。本校に限らず、歩道橋の取扱い

については見直すべきではないか。 

区担当 

 都に歩道橋の移設が可能かどうか確認する。 

委員 

 16 ページの 1 階平面図について、前回の資料からプレイルーム付近が変更されている。プレ

イルームは仕切りの無いオープンスペースになるのか。 

区担当 

 その通りである。様々な用途で使えるように、仕切りの無い構造にした。 

 

報告（２）上高田小学校の改修工事期間中における校庭使用について 

 

委員長 

 報告（２）上高田小学校の改修工事期間中における校庭使用について、事務局の報告を求める。 

 

区担当 

 上高田小学校は、統合新校開校に向けた改修工事等に伴い、平成３０年９月から１０月中旬に

かけて、校庭を使用できなくなる。その間、体育の授業及び休み時間の活動のため、上高田運動

施設の野球場全面を利用する。利用可能日時は、９月２０日、２６日、２７日、１０月３日、４

日、１１日の各日９時～１１時である。 

委員長 

http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/655000/d025253_d/fil/kamitakaaraikihonkous.pdf
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/655000/d025253_d/fil/kamitakaaraikihonkous.pdf
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 今の報告について、意見・質問等はあるか。 

委員 

 調整いただいた区担当者にお礼を申し上げる。この期間を有効に活用したい。保護者も校庭が

利用できなくなることを心配しているのだが、この内容を学校だよりに掲載しても良いか。 

区担当 

 問題ない。 

委員 

 では、アナウンスしていきたい。 

 

２ 議事 

 

議事（１）統合新校の校名の検討方法について 

 

委員長 

 他に意見・質問等はあるか。ないようであれば議事に入る。議事（１）統合新校の校名の検討

方法について、事務局の説明を求める。 

 

■資料「統合新校の校名について」を事務局より説明 

 

統合新校の校名について 

 

１ 前回の統合委員会において合意された事項 

  校名の検討方法 

    応募者が望ましい校名を考えて応募してもらう方法とする。 

 

２ 今回の統合委員会で協議する事項 

（１） 校名の募集時の制限の有無について 

 ア 現在の校名の取扱い 

  ※中野区の方針としては、統合校を新しい名称の新設校として設置することとしており、過

去の統合委員会において旧校名を含む名称が選ばれた例は無い。 

イ 文字の制限 

①制限を設けない 

②漢字又はひらがなのみを使用（アルファベットや片仮名は使用不可） 

 

（２）募集方法について：校名募集記事を掲載する媒体は何にするのか 

①統合委員会ニュース 

＜現在、配付・回覧している範囲＞ 

○上高田小学校・新井小学校の児童(保護者)、教職員 

○地域の保育園の園児の保護者、職員 

○関係町会・自治会：９町会 

○区民活動センター：上高田区民活動センター、新井区民活動センター 

②ポスター ※掲示は統合新校の通学区域内の区のお知らせ板、町会掲示板等 

 

（３）募集後の統合委員会での検討方法について 

①応募数を見て協議する 

②応募数を見ないで協議する 
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３ 校名募集にあたっての募集要項 

 裏面の（案）のとおり 

 

（参考）過去の統合委員会での協議結果 

 
アルファベット・片仮名 統合委員会ニュース・ポスター 応募数を見て検討 

南台小 × ○    ×（※） 

みなみの小 × ○ × 

美鳩小 ○ ○ × 

中野東中 × ○ × 

桃園・向台小 ○ ○ × 

（※南台小）その後の検討段階で委員から要望があったため、複数票を集めた校名を提示した。 

 

 

募集要項（案） 

 

（１）募集範囲 

  ア 統合新校の通学区域を基本とする。 

  イ 統合委員会ニュースを配付等している範囲とする。 

 

（２）募集対象 

 ア 上高田小学校・新井小学校の児童、保護者、教職員等 

  イ 通学区域内にある保育園・幼稚園の園児の保護者 

  ウ 地域住民他関係者 

    ※ 関係者を限定することは難しいので、応募箱に投函できる者とする。 

 

（３）募集時期 

  統合委員会ニュースの発行日から８月３日（金）まで 

   ※ニュースの発行は６月２０日（水）を予定。 

 

（４）募集方法 

  ア 募集案内は、統合委員会ニュースで行う。また、統合新校の通学区域内にある区のお知

らせ板にポスターを掲示する。 

  イ 応募用紙には、校名と理由（説明）を記入してもらう。 

※理由（説明）の記入は必須としない。 

  ウ 統合委員会ニュースに応募用紙をつける。 

  エ 応募用紙の配布及び応募箱の設置場所は、上高田小学校・新井小学校・上高田区民活動

センター、新井区民活動センターとする。 

    ※ 郵送、ファックスでの応募も可とするが、メールでの応募は認めない。 

  オ 応募数に制限は設けない。必ずしも応募数の多い校名に決まる訳ではない旨、応募用紙

に記述する。 

     

（５）応募用紙 

  別紙（案）のとおり 

 

（６）名称の制限事項等 

①現在の校名は含めない 

②アルファベット・片仮名は用いない 
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◎応募用紙・ポスター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 前回の統合委員会で、校名を募集することに決まったので、本日はどのように募集するのかを

ご協議いただきたい。応募用紙、周知用ポスターの案を用意した。また参考資料として、「校名に

関する参考資料」、統合新校の通学区域図がある。 

 なお、補足事項として、過去の全ての統合委員会において、応募数を伏せて検討することで合

意している。これは応募数に影響を受けずに、先入観なく校名を選びたいという狙いがある。 

委員長 

 今の説明について、意見・質問等はあるか。 

委員 

 資料によると、美鳩小学校と桃園小学校・向台学校の統合新校はアルファベット・片仮名の使

用を認めて募集しているが、実際にアルファベットの応募が来た場合はどうするのか。 

事務局 

 次回この場でそれらを認めるのかを協議いただく。募集前に校名を絞るのか、募集後に絞るの

かという問題である。 

委員長 

 （１）から順番に検討したい。まず、校名の募集時の制限の有無について、中野区の方針とし

ては、統合校は新しい名称の新設校として設置することとしており、過去の統合委員会において、

旧校名を含む名称が選ばれた例は無い。この（１）について、意見・質問等あるか。ないようで

あれば、現在の中野区立小学校の校名を使用できないことにするが、よろしいか。 

―異議なし― 
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委員長 

 では、そのようにする。次に、漢字またはひらがなのみを使用するという制限を設けるかにつ

いて伺うので、挙手願いたい。 

―各自挙手― 

 

委員長 

 では、６対８で、漢字またはひらがなのみを使用するという制限をつけて募集することに決ま

った。この結果について異議のある者はいるか。 

―異議なし― 

 

委員長 

 続いて、募集方法について、意見があれば伺いたい。 

委員 

 ポスターを両小学校の児童の家や、自営業の保護者の店舗に貼ることはできるのか。 

事務局 

 その分のポスターを用意することはできるが、そうした掲示場所を提供してくれる人を、どの

ように募るのかが難しい。 

委員長 

 町会の掲示板ならば、均等な機会で住民の目に入るという公平性がある。しかし、保護者の家

に貼ってもらうことになると、全員が受け入れるわけではないので、貼る地域が偏り、公平性が

失われる可能性がある。 

委員 

 ポスターの掲示対象地域に上高田二丁目が入っているが、ここは白桜小学校と桃園第二小学校

の通学区域が隣接している。校名募集の情報が他校の保護者の目にも入ると思うが、彼らが応募

しても良いのか。 

事務局 

 募集要項（案）の（２）で応募対象者を「応募箱に投函できる者とする」と定めているので問

題ない。 

委員 

 中野区民全員でも良いということか。 

事務局 

 極論すればそうなる。 

委員 

 さらに言えば、区民活動センターに応募用紙を置くので、区外の人の手に渡る可能性もある。

あまねく募るという広い心で構えないと、こうした細かい問題を処理しきれないだろう。 

事務局 

 校名決定に向けての第一段階として、まずは公募で広くアイデアをいただきたいと考えている。

応募者の住所を全て確認して、統合新校の通学区域在住の場合のみ受け付けると制限することも

可能だが、そこまで厳しくするつもりはない。周知先を統合新校の通学区域に設定しているので、

おおむねこちらが意図した対象者をカバーできるのではないかという、緩やかな捉え方をしてい

る。 

委員長 

 募集要項（案）の「※関係者を限定することは難しいので、応募箱に投函できる者とする」は

削除して良いのではないか。本来は地域関係者による応募が望ましいので、それ以外の応募を認

めるという例外を、積極的に前面に出す必要は無い。我々統合委員会が例外の存在を共通認識し

ていれば十分である。 

委員 
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 募集方法に「郵送、ファックスでの応募も可」と書かれているが、無記名の応募もあるだろう。

そのあたりも一考を要するのではないか。 

事務局 

 応募箱の設置場所が限られる中で、年配の方、障害のある方等、そこに出向くことが困難な方

も応募できるように、郵送、ファックスも可とした。確かにご指摘のとおり、応募対象者を広げ

る結果になるので、どう取り扱うかをご協議いただきたい。 

委員長 

 募集方法については、統合新校の通学区域を対象として、統合委員会ニュースの配付とポスタ

ーを貼付することにしている。何か意見はあるか。 

委員 

 上高田小学校、新井小学校の児童たちが第五中学校に進学することを考えると、第五中学校の

生徒にも応募用紙を配付してはどうか。 

事務局 

 学校に了承を戴ければ配布対応可能である。 

委員長 

 では、第五中学校にも配布を依頼してよろしいか。 

―異議なし― 

 

委員長 

 では、第五中学校も配布対象に加える。また、ポスター掲示について、事務局より、先ほどの

議論を踏まえ、町会の掲示板の使用について協力を得られるのかと聞かれているが、各町会に、

ポスターの掲示をお願いしても良いか。 

委員 

 町会掲示板は大きくないが、ポスターのサイズはどのくらいか。 

事務局 

 A３である。A４にすることも可能である。 

委員長 

 では A４で作成をお願いする。 

委員 

 通学区域外の地域には貼らない方が良いか。 

事務局 

 区別できるのであれば貼らなくて良い。 

委員長 

 それでは事務局は、町会にポスターを送付し、町会の皆様方は、ポスターの掲示をお願いする

こととしたい。 

 続いて、応募数を見て協議するのか、見ないで協議するのかを協議する。 

委員 

 一つ確認したい。応募された校名の一覧を見てどれが良いか検討し、意見を集約できない場合

には、参考に応募数を明らかにするのか。 

委員長 

 応募数を見ない検討方法ならば、応募数を最後まで伏せて協議することになる。見る検討方法

ならば、初めから応募数を明らかにする。 

委員 

 統合委員会では、どのような方法で校名を選定するのか。 

事務局 

 決め方については、事務局で規定しない。先ほど意見があったように、校名の理由も大きな検

討要素になると思うので、まずは校名と理由を見てご協議いただきたい。意見を集約する際に多
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数決を採るのかそれ以外の方法を採るのかも、統合委員会で決めていただきたい。過去の統合委

員会でもそれぞれの考え方で決めている。 

委員長 

 理由を掲載すると、応募数が多ければ理由も多くなるため、応募数を伏せても大体分かってし

まうのではないか。 

事務局 

 まとめ方について工夫したい。 

委員 

 統合新校の設置者は教育委員会なのだから、校名を決めるのは教育委員会なのではないか。応

募された校名については、教育委員会が、小学校の校名として相応しいものを選定し、その他の

ものを載せた参考資料と併せて、統合委員会に提示してもらい、統合委員会で協議すればよい。

そして最終的には、その協議内容を参考にして教育委員会が自らの判断で校名を決定するべきで

はないか。 

委員長 

 この委員会の役割について述べさせてもらいたいが、以前、統合新校の新校舎の基本構想・基

本計画（案）について、統合委員会で様々な意見を出して、教育長にまとめた意見を具申した。

そして、教育委員会がそれを参考にして基本構想・基本計画を策定し、本日、会議の冒頭で報告

した。統合新校に関する事柄について、最終的に決めるのは教育委員会であるが、その結論に至

る重要な参考意見の一つとして、地域の意見を伝えるのが、この統合委員会の趣旨である。教育

委員会で決めてもらうという姿勢ではなく、我々が色々と検討して地域の意見を教育委員会に伝

えていくという気概を持って進めたいと思っている。 

委員 

 過去の統合委員会では、なぜ応募数を見ずに検討したのか。見ることに何らかのデメリットが

あるのか。 

委員長 

 一人が同じ校名を大量に応募したり、組織票を動員したりした場合を想定している。その場合、

純粋に票が集まった場合と区別がつかず、統合委員会でその校名に流れる可能性があり、望まし

くないからである。 

委員 

 住所を書くので一人で大量の応募は難しいだろうし、悪意のある組織票は見て分かるだろう。

応募数は、どの校名が多いかという指標になりうるのに、なぜ見るのを拒否するのか気になる。 

委員長 

たとえ１票であっても素晴らしい校名が出てくる可能性があるので、それを排除したくないと

いう考えからなのではないか。 

委員 

 そもそも応募数に関係なく、統合委員会で良いと思う校名を選ぶのだから、応募数を見る、見

ないということにこだわる必要は無いのではないか。この検討項目を作ること自体がおかしいと

思う。 

委員長 

 事務局が協議内容として出しているのだから確認したい。では、応募数を見て検討するのが良

いか、応募数を見ずに名前を見て検討するのが良いか、決を採りたい。 

―各自挙手― 

 

委員長 

 では、応募数を見ずに検討することにする。ただし、後で皆さんから応募数を知りたいという

意見があった場合に、事務局が多いか少ないか程度を述べることは可能である。では、応募用紙

とポスターについて意見・質問等あるか。また、先ほど意見が出た郵送、ファックスの応募を認
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めるか否かについて、再度確認したい。 

委員 

 自分が述べた意見ではあるが、広く意見を募るという方向でまとまりつつあるので、ファック

スも認めて良いと思う。 

委員長 

 ではファックスは、認めることにする。ポスターについて先ほど意見があったが、応募用紙に

ついて、意見はあるか。 

委員 

 応募用紙の個人情報の記入欄は、在籍校を記入する仕様になっている。地域住民の場合はどの

ように記入するのか。 

事務局 

 分かりづらいので、学校関係者と地域住民で記入欄が分かれた形に変更する。 

委員長 

 応募箱の設置場所に第五中学校も加えるのか、この場で確認したい。 

委員 

 第五中学校には、白桜小学校と桃園第二小学校から進学してきた生徒もいる。地域に思い入れ

がある保護者が多いので、第五中学校に置けば彼らの声も拾え、校名のバラエティの幅が広がる

のではないか。 

委員長 

 では、事務局には第五中学校に応募箱の設置を依頼してもらうこととする。また、応募用紙に

ついては、学校と地域で記入欄を区別する。 

応募用紙について、本日の協議を踏まえると、「よろしければ」どこの所属なのかを記入してほ

しいという文句は省いた方が良いのではないか。 

事務局 

 そのように変更する。 

委員 

 個人情報を収集する場合は、目的外利用しない旨を明記する必要があるのではないか。 

事務局 

 記載を追加する。 

委員 

 連絡先は記入しなくて良いのか。文字が読みづらかった場合に、本人に確認する手段が無い。 

委員長 

 そこまでは対応しきれないので、判別しづらい場合は、仕方ないと思う。 

委員 

 本日出た意見が反映された応募用紙、ポスターを、我々が応募開始前に確認する機会はあるの

か。 

事務局 

 応募用紙はニュースに付けて配布するので、これまでと同じように、ニュースの発行前に皆さ

んに送付する。 

委員長 

 募集までの段取りについて、全体で質問はあるか。 

委員 

 他の人から、応募用紙を紛失したと我々に連絡が来た場合、自分の手元にあるものをコピーし

て渡しても構わないか。 

委員長 

 構わない。また、学校にも予備を置く。 

委員 
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 統合委員会で論議を尽くして、なるべく多くの人の意見を合致させたい。しかしどうしても期

日があるので、やむを得ない場合は最終手段として多数決になると思う。確認だが、公募であが

ってきた校名だけが検討対象ではないという認識で合っているか。この場で委員の皆さんも自分

で考えた校名を出して良いのか。 

委員長 

 我々も住民であったり、学校の保護者であったりと、応募資格を有しているので、応募してい

ただいて構わない。 

事務局 

 委員の皆さんは、応募期間の終了後に統合委員会の場で校名を提案して良いものなのかを、確

認した方が良いと思う。 

委員 

 この場で話し合い、お互いの意見を聞いて、論議が深まっていくと、最初は思いつかなかった

良い校名候補が出てくることもあるのではないか。最初に提示した校名しか選択肢が無いとなる

と、そういった可能性をつぶしてしまうので、後からでも新しい校名を提示できる余地を残して

もらえると有り難い。 

委員 

 その意見に賛同である。応募された校名は参考として扱うので、統合委員会の場で新たに校名

を出しても良いのではないか。統合新校の校名は、応募された校名でなければならないという決

まりは無いだろう。その点についてどうだろうか。 

委員長 

 今の意見への反対はあるか。ないようであれば、議論の過程で新たな校名が出てきたら、皆さ

んの賛同を得られればそれも候補に加えていく方針にする。では、これで校名選定についての段

取りが全て決まった。今月から募集を開始するので、皆さんにも応募をお願いしたい。 

委員 

 今後の校名選定のスケジュールを伺いたい。 

委員長 

 校名の検討はあと３回行う。 

 

議事（２）その他 

委員長 

 予定していた議題は以上である。それでは、次回の開催日程の報告に移る。 

事務局 

 次回は 8 月 28 日火曜日に開催する。場所は、上高田小学校の改修工事があるため、次回も新

井小学校をお借りする。 

委員長 

 これをもって本日の統合委員会を終了する。 


